
随意契約の公表
（令和5年7月分）

番号 事業実施課 契約名称 契約締結年月日
契約の相手方の名称及び所

在地
契約金額（円）消費税等含

む

地方自治法施行令
第167条の2第1項中
の該当号（※）

随意契約の理由

1 情報政策課
行政手続きの事前申請お
よび申請書発行事業業
務委託

令和5年7月14日

四国行政システム㈱
香川県高松市今里町６番地１
５ ¥2,453,000 第2号

　現在、市民の方が市役所に来庁して行
政手続きをする際は、来庁してから申請
書類に記入して、該当の窓口に提出し
なければならないが、申請書を事前に作
成することができれば、窓口での滞在時
間を短縮することができ、混雑緩和も狙
えるため、行政サービスの向上に繋が
る。
本事業は、LINEを用いて市民に必要項
目を事前に入力してもらい、入力が完了
するとQRコードが作成され、そのQRコー
ドを市役所内にある専用端末にかざすこ
とで、申請書が印刷される、というもので
ある。また、QRコードを作成していない
場合でも、マイナンバーカードを読み取
ることで、マイナンバーカードに格納され
ている情報を申請書に反映させることも
可能となる。今回は住民票と税証明の発
行を対象とし、今後、対象事務を増やし
ていく予定である。
よって、本庁1階に申請書発行に必要な
機器の搬入と、システム環境の構築、整
備を行う必要がある。
　契約の相手方については、今後
「Acrocity」などの基幹系システムへ連携
される可能性を考慮し、「Acrocity」の開
発元であり、システムインテグレータ（開
発から保守まで）として一貫した業務が
行える四国行政システム株式会社と随
意契約を締結した。

2 庶務課 建物総合損害共済 令和5年7月1日

公益社団法人
全国市有物件災害共済会
東京都千代田区平河町2-4-
1

¥9,032,172 第2号

公益社団法人全国市有物件災害共済
会は、地方自治法第263条の2の規定に
基づき創設され、相互救済事業として、
低負担で高補償を見込めるため。
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3 庶務課
建物総合損害共済（ボー
ト）

令和5年7月1日

公益社団法人
全国市有物件災害共済会
東京都千代田区平河町2-4-
1

¥1,365,016 第2号

公益社団法人全国市有物件災害共済
会は、地方自治法第263条の2の規定に
基づき創設され、相互救済事業として、
低負担で高補償を見込めるため。

4 秘書政策課
瀬戸内中讃定住自立圏
ワーケーション等ＰＲ動画
制作業務委託

令和5年7月14日

凸版印刷㈱
中四国事業部第二営業本部
香川県高松市鍛冶屋町３番
地
香川三友ビル６Ｆ

¥1,991,000 第2号

丸亀市プロポーザル方式取扱規程に基
づき、公募型プロポーザル方式によるヒ
アリング審査を行い、受託候補者に特定
された凸版印刷株式会社中四国事業部
第二営業本部と随意契約を締結した。

5
飯山市民総合
センター

丸亀市飯山町東坂元地
内地図訂正・地積更正登
記業務委託

令和5年7月14日

洲崎土地家屋調査士
合同事務所
坂出市西大浜南1丁目6番4
号

¥642,915 第2号

境界確定実施に当り地図訂正の必要が
生じたことから、地権者が測量を依頼し
ていた同事務所に香川県土地家屋調査
士会が定める報酬額にて随意契約を締
結した。

6 福祉課
令和5年度丸亀市多機関
協働体制整備事業業務
委託

令和5年7月10日
社会福祉法人
丸亀市社会福祉協議会
丸亀市大手町二丁目１番７号

¥3,000,000 第2号

本業務は地域福祉施策全般に精通し、
かつ行政との協力体制が不可欠である。
丸亀市社会福祉協議会は、本市と連携
して様々な福祉関連業務を行っており、
業務委託の受託実績も豊富である。さら
に、同者は、令和４年度に、本業務に密
接に関連する業務を受託している。これ
らのことから他者に代えがたいため。

7 福祉課
丸亀市身体障害者訪問
入浴サービス事業業務委
託

令和5年7月3日
合同会社ハイブリッジ
観音寺市三本松町四丁目2
番37号

利用時間1回あたり/\12,500 2号

要綱第2条に規定している要件を満たす
とともに、事業所としての豊富な経験や
実績があり、本事業を適正に行える委託
事業所であることから随意契約を締結し
た。
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8 高齢者支援課
丸亀市敬老記念品事業
業務委託

令和5年7月26日
㈱ギフト館ふじむら
観音寺市豊浜町和田浜777
番地1

1件あたり\1,874 第2号

本業務に関しては、限られた予算の中か
らより高い効果が求められることから、敬
老記念品の内容充実や確実な調達発
送に資する事業者を選定するため、公
募型プロポーザル方式による審査を実
施したところ、当該契約相手方を受託候
補者とすることに決定した。

9
生涯学習課
図書館

丸亀市立図書館システム
等賃貸借
（長期継続契約）

令和5年7月28日
三菱電機ITソリューションズ㈱
四国支店
高松市観光通2-2-15

月額　\936,540 第2号

当該業務は、現行の図書館サービス機
能を継承しつつ利用者サービス向上に
向けた企画提案を公募し、最も効率的か
つ業務運営に資するシステムを提供でき
るものを受託候補者として選定し、随意
契約を締結した。

10
スポーツ推進
課

丸亀市総合運動公園第２
多目的広場他管理業務
委託

令和5年7月18日
公益財団法人
丸亀市スポーツ協会
丸亀市金倉町９２４番地１

¥1,650,000 第2号

丸亀市総合運動公園第2多目的広場
は、丸亀市総合運動公園内の体育施設
兼駐車場として運用することとなってお
り、その運営にあたっては丸亀市総合運
動公園内の他施設との緊密な連絡調整
が不可欠である。そのためには丸亀市
総合運動公園の他施設と一括して管理
することが望ましく、丸亀市総合運動公
園の指定管理者である（公財）丸亀市ス
ポーツ協会と随意契約を締結した。

11 クリーン課
令和5年度
資源ごみ回収容器購入
95個

令和5年7月3日

日本マタイ㈱　大阪支店
大阪市北区中之島二丁目2
番7号中之島セントラルタワー
25F

¥1,001,275 第2号

本市では資源ごみを回収する際回収容
器を使用しているが、当該容器は耐久
性、安全性を兼ね備えており、本市仕様
に改良してくれることから、当該業者と随
意契約を締結した。

12 都市計画課
丸亀市AIデマンド交通に
係る実証実験実施業務
委託

令和5年7月1日
㈱コトバスMX
香川県仲多度郡まんのう町吉
野下278-1

¥12,392,000 第2号
令和5年6月22日にプロポーザルを実施
し、受託候補者として選定された事業者
と随意契約を締結した。
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13 都市計画課
郡家地区公園（仮称）事
業用地鑑定評価業務委
託

令和5年7月24日
岩井不動産鑑定所
丸亀市十番丁31番地1

¥508,200 2号

公共事業に伴う用地取得に係る土地鑑
定評価については、その信頼性が重視
される。そのため、長期間に渡り市内全
域の市有地の鑑定評価を手がけており、
過去にも公共事業用地取得における鑑
定評価の実績がある岩井不動産鑑定所
と随意契約を締結した。

14
ボートレース
事業局
営業課

廃艇処分業務委託 令和5年7月15日
㈱クリーン工業
丸亀市土器町東六丁目３９３
番地

¥838,200 第2号

競走用ボートの廃棄方法に基づいて解
体廃棄処分を適切に実施できる事業者
は株式会社クリーン工業のみであり、過
去にも本業務を誠実に履行していること
から、同業者より見積書を徴し、随意契
約を締結した。

15
ボートレース
事業局
経営課

グルーン・モーヴィまるが
め来場促進等業務委託

令和5年7月1日
三起商行㈱
大阪府八尾市若林町1-76-2

¥880,000 第2号

令和5年5月13日にオープンしたモー
ヴィまるがめは6か月から12歳の子どもが
入場できる。そのため、令和5年10月から
令和6年3月に出産予定の方を対象に、
ROKUまるがめでミキハウス主催の沐浴
方法等を学べるプレママ・プレパパセミ
ナーを開催し、グルーン・モーヴィまるが
めをPRすることで早い段階から、グルー
ン・モーヴィまるがめの認知度向上が期
待できる。また、認知度向上のみならず
男性の育児参画の促進に寄与できるも
のと考える。ミキハウスのプレママ・プレ
パパセミナーは10年以上にわたり全国で
開催され、1組につき2体の赤ちゃん人形
を使用する唯一のセミナーのため、長年
の実績があり参加者の満足度が高く、県
内外からの参加が見込める同社と随意
契約を締結した。
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16
学校給食セン
ター

丸亀市新第二学校給食
センター整備基本計画策
定及び民間活力導入可
能性調査業務委託

令和5年7月4日
㈱アトラスワークス
東京都中央区日本橋2丁目
1-17

¥10,340,000 第6号

　第二学校給食センターの施設・設備の
老朽化に伴う新センターの建替えを計画
するに当たり、今後の効率的な事業運営
の方針の調査、民間の資金や整備・運
営ノウハウを活用する手法の導入可能
性を調査するなど、最適な事業手法を選
定するため、公募型プロポーザル方式
により業者選考を行い、最高得点者と随
意契約を締結した。

17
学校給食セン
ター

飯山学校給食センター厨
房機器定期点検業務委
託

令和5年7月3日
四国厨房器製造㈱
高松市勅使町708

¥638,000 第2号

本件は対象物である厨房機器につい
て、導入からの修理履歴・損耗状況を調
査する必要があることから、本件の発注
先として、導入当初から維持管理に携
わっている四国厨房器㈱以外では契約
の目的を達成することができないと認め
られるため。

18 学校教育課

丸亀市教育ネットワークシ
ステムリプレイス用データ
センターサービス（ハウジ
ング）賃貸借

令和5年7月3日
㈱STNet
高松市春日町1735番地3

¥1,637,460 第2号

丸亀市の教育ネットワーク（校務支援
用ネットワーク、教員用教育クラウド、児
童生徒用教育クラウド、児童・生徒及び
教員用のインターネットに係るクラウド）
は、H25年よりSTNetのデータセンターに
サーバ機器を賃貸借して構築し、その運
用業務を委託している。現在このシステ
ムは教員や児童生徒から高い評価を受
けており、教員の業務効率化や教育効
果の向上に欠かせないものとなってい
る。また、当該契約を確実に履行するこ
とができる業者がほかにないため、
STNetと随意契約を行ったものである。
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19 学校教育課

丸亀市教育ネットワークシ
ステムリプレイス用STクラ
ウドＦＬＥＸ及びクラウドプ
レミアムの業務委託

令和5年7月3日
㈱STNet
高松市春日町1735番地3

¥1,807,520 第2号

　丸亀市の教育ネットワーク（校務支援
用ネットワーク、教員用教育クラウド、児
童生徒用教育クラウド、児童・生徒及び
教員用のインターネットに係るクラウド）
は、H25年よりSTNetのデータセンターに
サーバ機器を賃貸借して構築し、その運
用業務を委託している。現在このシステ
ムは教員や児童生徒から高い評価を受
けており、教員の業務効率化や教育効
果の向上に欠かせないものとなってい
る。また、当該契約を確実に履行するこ
とができる業者がほかにないため、
STNetと随意契約を行ったものである。

20 学校教育課
令和5年度教育文化祭行
事（学校関係）実施業務
委託

令和5年7月4日
丸亀市立学校長会
高松市春日町1735番地3

¥2,000,000 第2号

本契約は、教育課程の実施及び教育課
程の充実・改善に繋がる教育活動の発
表に必要な経費を負担するものであり。
小中学校の教育内容に精通している丸
亀市学校長会と随意契約を締結した。

21 学校教育課
小学校用コンピュータ等
保守業務委託

令和5年7月10日
四国通建㈱高松支店
高松市昭和町一丁目1番26
号

¥26,689,300 第2号

平成30年に丸亀市内各小学校の校務
用コンピュータをリプレイスする際、指名
競争入札による5年間の賃貸借長期継
続契約を結び、履行後は新たに指名競
争入札により契約を結ぶ予定であった
が、全国的に必要な機材が不足し、コン
ピュータをリプレイスする時期が6か月順
延することになった。ただ、賃貸借での
契約が終了した後も、小学校ではコン
ピュータを使用していることから、保守契
約は必ず必要である。現契約に沿った
保守業務について、他社が現水準を維
持することは困難であることから、5年間
継続して保守業務に従事してきた四国
通建株式会社と随意契約を締結した。
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22 学校教育課
中学校用コンピュータ等
保守業務委託

令和5年7月10日
シコク・システム工房㈱
丸亀市土器町東8丁目537番
地1

¥15,312,000 第2号

平成30年に丸亀市内各小学校の校務
用コンピュータをリプレイスする際、指名
競争入札による5年間の賃貸借長期継
続契約を結び、履行後は新たに指名競
争入札により契約を結ぶ予定であった
が、全国的に必要な機材が不足し、コン
ピュータをリプレイスする時期が6か月順
延することになった。ただ、賃貸借での
契約が終了した後も、中学校ではコン
ピュータを使用していることから、保守契
約は必ず必要である。現契約に沿った
保守業務について、他社が現水準を維
持することは困難であることから、5年間
継続して保守業務に従事してきたシコ
ク・システム工房株式会社と随意契約を
締結した。

23
文化財保存活
用課

中の池遺跡発掘調査補
助業務（労働者派遣個別
契約）

令和5年7月10日

公益財団法人
丸亀市福祉事業団
丸亀市大手町二丁目1番20
号

\1,176/時間（税別） 第2号

本業務は、中の池遺跡発掘調査補助業
務で、埋蔵文化財発掘作業は専門的か
つ特殊性の高い業務であるため、調査
に精通し、経験のある人材の確保が必
要である。契約の相手方である公益財団
法人丸亀市福祉事業団は、これまで発
掘調査業務において、経験と実績がある
ことから随意契約を締結した。

※ボートレース事業局、下水道課の契約について
は、地方公営企業法施行令第21条の14第1項中の

該当号を示す


